
申請確認リスト

　　申請条件

機器の設置日が令和6年4月1日以降である。

対象機器の要件を満たしている。

区内の住宅などに新規に設置されたものである。

未使用品である。

必要書類

高効率給湯器設置助成金交付申請書

機器の設置日が確認できる書類

住民票の写し（発行後3カ月以内）

機器の設置に係る領収書

所有権者承諾書（設置した住宅が自己のみの所有でない場合）

管理組合承諾書（区分所有建物に対象機器を設置する場合）

※その他必要に応じて上記書類以外についてもご提出いただく場合があります

機器設置に係る経費の内訳が記載された工事請負契約書や見積書な
ど（「領収書」の金額と合計金額が一致するもの）

令和5年度　特別区民税・都民税　納税証明書（令和4年中の所得に
対するもの）

機器の設置日に関する申立書（設置日が確認できない場合)

機器の設置について当該住宅の所有者の承諾を得ている。（申請者
の所有でない住宅に設置する場合）

書類が揃っていないと受け付けが出来ないため、必ず確認の上、申請して
ください。

設置機器・台数が確認できる機器設置完了後の写真（撮影日要記載）

対象機器の製造者名、型式名などが確認できるパンフレット類

機器の設置について当該住宅の管理者または管理組合の承諾を得て
いる。（申請者の区分所有建物に設置する場合）

（買い替えの場合のみ）既存の機器の製造者名、型式名などが確認
できる写真またはパンフレット類


